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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
厚
生
労
働
省
の
非
正
規
職
員
の
労
働
条
件
不
利
益
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
総
合
労
働
相
談
員
の
勤
務
時
間
の
見
直
し
（
以
下
「
御
指
摘
の
見
直
し
」
と
い
う
。
）
は
、
来
年
度
に
都
道
府

県
労
働
局
の
組
織
を
再
編
す
る
に
当
た
り
、
新
た
に
設
置
す
る
部
署
に
お
い
て
同
種
の
職
務
を
行
う
非
常
勤
職
員
の
一
日
の

勤
務
時
間
（
以
下
単
に
「
勤
務
時
間
」
と
い
う
。
）
を
一
律
に
七
時
間
と
す
る
勤
務
時
間
の
統
一
化
を
図
る
た
め
に
実
施
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
総
合
労
働
相
談
員
に
つ
い
て
は
、
単
年
度
ご
と
に
任
用
さ
れ
、
当
該
年
度
ご
と
に
勤
務
条
件
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
御
指
摘
の
見
直
し
は
、
御
指
摘
の
「
労
働
者
に
不
利
益
と
な
る
労
働
条
件
の
変
更
」
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
撤
回
」
及
び
「
不
都
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
年
度
、
働
き
方
・
休

み
方
改
善
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
総
合
労
働
相
談
員
、
総
合
労
働
相
談
員
（
困
難
事
案
担
当
）
、
賃
金
相
談
員
又
は
賃
金
調
査

一



員
の
勤
務
時
間
を
六
時
間
、
六
時
間
三
十
分
又
は
六
時
間
四
十
五
分
と
し
て
い
る
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
は
、
来
年
度

配
置
す
る
予
定
の
同
一
の
職
名
の
非
常
勤
職
員
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
も
同
じ
六
時
間
、
六
時
間
三
十
分
又
は
六
時
間
四
十

五
分
と
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
来
年
度
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
勤
務
時
間
の
統
一
化
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
引
き
続
き

任
用
を
希
望
す
る
非
常
勤
職
員
に
対
し
て
勤
務
条
件
の
内
容
に
係
る
説
明
を
懇
切
丁
寧
に
行
う
こ
と
の
重
要
性
に
鑑
み
る

と
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


